
102024.1   広報ごうど

ダンボールコンポストで
生ごみを減らしませんか？

　産前産後期間の国民健康険税減税制度が、令
和６年１月から始まりました。
　出産する予定及び出産した方の所得割と均等
割が４か月間（多胎妊娠の方は６か月間）減額
されますので、該当される方は届出をお願いし
ます。

対　象　者　令和５年11月以降に出産及び今後
　　　　　　出産予定の国民健康保険加入者
届 出 期 間　出産予定日の６か月前から届出可能
持参するもの　①出産予定日又は出産日を確認で
　　　　　　　きる書類（母子手帳等）
　　　　　　②マイナンバーのわかるもの（世
　　　　　　　帯主及び出産する方）
　　　　　　※多胎妊娠の方は、多胎を確認でき
　　　　　　　る書類も必要です。

　家庭から排出される生ごみの減量化のため、
ダンボールコンポストによる堆肥化に向けた実
践的な講座を開催します。
　初回の講座でスタートセットを配布し、約１
か月後に開催するアフター講座にて、継続キッ
ト購入用の補助券をお渡しします。なお、過去
に町実施の本講座を１回でも受講している方は、
アフター講座の受講は不要です。

日　時　２月17日（土）9:00～11:30
　　　  （約１か月後にアフター講座を開催）
場　所　南庁舎３階大会議室
定　員　20名（先着順）
受講料　500円（基材１セット…基材、
　　　　ダンボール、虫よけキャップの３点）
講　師　グリーンエコごうどのみなさん

産前産後期間の
国民健康保険税減額について

問  産業環境課  ☎27‐0178 問　住民保険課　☎27‐0174

前回の　　
　講座の様子▶

ふるさと納税の返礼品提供事業者を募集中！
問　まちづくり戦略課　☎27‐0172

　町ではふるさと納税制度を活用し、特産品を通じた町の魅力のPRや地域経済の活性化を進めております。
返礼品のラインナップは皆さまのご協力もあり、約100品目まで拡大しました。
　神戸町ふるさと納税の更なる充実を図るため、返礼品として商品、サービスを提供する法人、法人、個
人事業者を募集します。
【募集期間】　随時
【対　　象】
　次のいずれかの基準を満たす商品・サービス
　・町内で生産・製造・製作・サービス提供を
　　行っている。
　・原材料の主要な部分が町内で生産されたもの。
　・町のPR目的で生産されたオリジナルグッズ等。
　　※内容により対象にならない場合もあります。
【メリット】
　・登録料、掲載料等はかかりません。
　・送料の負担もありません。
　・値段も量も自由に設定できます。
　・新たな客層への販路拡大ができます。

アウトドアにおすすめ！
「レクタグリル（調理焚火台）」

（㈱箕浦）

農家直送！
「岐阜ハツシモ  白米 5kg」

（㈱若松農園）


